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１．認知症に対応した財産管理ラインアップ

2

●成年後見制度導入（2000年）により、「法定後見」（後見・保佐・補助）、「任意後見」が制度化。
●成年後見制度は、判断能力が低下した本人の身上保護（日常生活支援）、財産保全（守り）を目的とした制度であ
り、顧客の多様なニーズ（自身の「想いをつなぐ」）に応えるためには、他の様々な制度との連携が必要。

●金融機関にはこうした現状を踏まえた新たな視点での商品・サービス提供が求められており、当社においても、

商品開発を強化し、お客さまの立場・状況に立ったコンサルティングを行っている。
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２．認知症に対応した財産管理商品・制度の効力発生時期

3

認知症は徐々に進行する病気。判断に能力の低下した後の事後対応の性格を持つ法定後見、契約は
健常時・発症後の任意後見、即時効力が発生する各種契約など効力発生時期に留意が必要です。
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３．後見制度支援信託

4

●成年被後見人の財産のうち、日常生活資金（小口資金）は後見人が管理し、
通常使用しない金銭（大口資金）は信託銀行で金銭信託で管理する仕組み。

●信託財産の払い戻し・解約には家庭裁判所の指示書が必要。
●信託設定時には、後見人が本人に代わって利用する信託銀行や信託財産額を決
め、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行等との間で信託契約を行う。

●実際に、後見制度支援信託の普及により、後見人による不正被害は大きく減少。

裁判所の指示に基づき信託銀行等が財産を守り、後見人による不正を防止

想いのつなぎ

守り（後見支援）
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４．任意後見制度支援信託

5

●任意後見制度をご利用される方の財産を金銭信託で管理することで、任意後見制度をサポートするための信託。

●本商品は、当社が独自開発し2017年８月にリリース（業界初。現状、当社のみ取扱可能）。

●任意後見契約発効「後」は、金銭信託からの払い戻し（一時払い）には、任意後見監督人の同意を必要とする仕組

みとすることで、安全・確実に財産を保護。

●また、日常生活資金は定時定額払いで受け取ることも可能であり、任意後見人の財産管理負担が軽減可能。

●任意後見契約発効「前」は、本人による取引が原則。代理人取引の場合は、取引の都度、委任状を必要とすること

で、適切な時期での任意後見契約の発効をサポート。

任意後見制度において、任意後見監督人の同意を払出条件とすることで、任意後見人の不正を防止

想いのつなぎ

守り（後見支援）
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５．安心サポート信託
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●顧客自身とご家族などの方々のために、大切な財産を中・

長期間のサポートによって保全・管理を行う「信託銀行」な

らではの機能を生かしたオーダーメード商品。

●契約だけでなく、遺言による信託設定も可能。

●あらかじめ「想いをつなぐ」ための財産交付要件や、信託

終了時の残余財産の帰属先を契約で定める遺言代用機能も

装備。

●信託財産の引き出しには、定めた財産交付要件を満たし、

また指定いただいた指図権者の同意または指図が必要とな

るため「守り」の機能も万全。

認知症になっても信託銀行が財産を保全するとともに、
あらかじめ財産の交付要件を定めておくことで想いをつなぐ商品

指図権者や同意者として親族に適当な方がいない場合

信頼できる弁護士・司法書士等と「任意後見契約」を結
び、その弁護士・司法書士等を安心サポート信託の指図
権者・同意者とすることも可能。

想いのつなぎ

守り（後見併用）
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６．セキュリティ型信託

7

●振り込め詐欺など高齢者を狙った犯罪が増加・巧妙化し、
顧客本人や離れて暮らすお子さまの不安が増大。

●こうした金融犯罪からご資産を守るための商品が
「セキュリティ型信託」。

●信託財産を払い出す際に、あらかじめご指定いただいた同意者
（お客さまの3親等内のご親族）の方の同意を得た上でお支払
いする仕組み。定時定額払い方式の併用も可能。

口座に「二重ロック」をかける信託で、悪質な詐欺から大切な財産を守る

想いのつなぎ

守り



想いのつなぎ

守り（後見補完）
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７．民事信託（家族信託）受託者向け金融サービス提供①

8

当社の商品・サービスではないが、近時、家族などが受託者となる民事信託（家族信託）が増加。
信託の組成（コンサルティング・契約書作成等）は士業が業務として受任。
当社は、民事信託の受託者向けの取引口座など金融サービスを提供。

金融サービス
の提供
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民事信託をご検討中の

お客さま・士業の先生

・信託契約書（公正証書）の写し又はそのドラフト
・スキーム図、相続人関係図等
・ご希望のお取引の内容

①事前相談・事前確認依頼

三井住友信託銀行

内容確認依頼

全国本支店

取引可否回答

本部

・信託契約書（公正証書）の写し
・受託者による取引に関する届出書（表明・確約）
・本人確認書類（受託者）
・印鑑届
・その他口座開設等必要書類

③民事信託受託者口座開設の申出

④口座開設・通帳等

委託者 受託者

士業の先生

コンサル ティング
②取引可否回答

財務コンサルタント

公正証書による
信託契約書

①事前のご相談（士業経由）

●全国の本支店で民事信託口座開設等サポートサービスのご相談を受付中。
●取引開始にあたっては、弊社として事務対応が可能か等信託契約書（案文）を事前に確認している。
●士業からの案件の相談・受付は、全国本支店の「財務コンサルタント」で対応。

（士業） （財務コンサルタント）

（財務コンサルタント）
（士業）

（財務コンサルタント）

（財務コンサルタント）

（受託者）

（受託者）

８．民事信託（家族信託）受託者向け金融サービス提供②

民事信託案件にかかる当社への相談フロー

想いのつなぎ

守り（後見補完）



第一東京・第二東京・東京・神奈川県・愛知県・京都・大阪・兵庫県の8弁護士会

全国13の税理士会および日本税理士会連合会

９．成年後見制度利用促進に向けての専門職との連携
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